
県産材新流通システム構築事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、素材需要の情勢変化に対応しつつ、県内の素材生産量の増大と持続可能な林

業経営の実現に寄与する、原木の需給調整と合理化に向けた素材流通システムの構築に

要する経費について、当該事業実施主体に対し、予算の範囲内において県産材新流通シ

ステム構築事業補助金（以下「本補助金」という。）を交付するものとし、その交付等

に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付対象等） 

第２ 本補助金の交付対象となる事業内容、採択基準、事業実施主体並びに補助率等は、

別表のとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第３ 規則第３条第１項の規定による補助金の交付申請書の様式は、別記様式第１号によ

るものとし、その提出期限は別に定める日とする。 

２ 前項の交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税

仕入控除税額（交付対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控

除できる部分の金額と地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税額

との合計額に交付率を乗じて得た金額を言う。以下同じ。）があり、かつ、その金額が

明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において

当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、

この限りでない。 

３ 規則第３条第２項の規定により補助金の交付申請書に添付しなければならない書類は、

次のとおりとする。 

（１） 実施計画書（事前に提出し、承認されている場合を除く。） 

（２） 事業の内容及び経費の配分（別紙１） 

（３） 収支予算書（別紙２） 

（４） 宮城県の県税納税証明書（発行後３か月以内で、県税に未納がないことを証明す

るもの） 

（５） 暴力団排除に関する誓約書（別記様式第８号による） 

（６） その他知事が必要と認める書類 

 

（交付の条件） 

第４ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

 （１）  交付対象事業の内容の変更又は交付対象事業に要する経費の配分の変更をする

場合においては、別記様式第２号により知事の承認を受けること。ただし、次に

掲げるものに該当するときは、この限りでない。 

   イ 補助目的に変更をもたらすものではない軽微な変更 

   ロ 補助金額の３０％以内の減 

 （２） 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第３号により

知事の承認を受けること。 

 （３） 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった

場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 （４） 交付決定後に新たに国庫補助金の対象となることが明らかになった際には、交

付額変更を行う場合がある。 



（５） （１）によるもののほか、別記様式第２号により、自主的に事業計画変更の承

認を知事に求めることができるものとする。 

 

（事業着手報告） 

第５ 事業実施主体は、補助金の交付決定に基づき事業に着手したときは、別記様式第４

号による事業着手報告書を知事に提出するものとする。 

 

（実績報告） 

第６ 規則第１２条第１項の規定による事業実績報告書の様式は、別記様式第５号による

ものとし、その提出期限は別に定める日とする。 

２ 事業実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。 

 （１） 事業の内容及び経費の配分（別紙１） 

（２） 収支精算書（別紙３） 

 （３） 事業実績書 

 （４） その他知事が必要と認める書類 

３ 第３第２項のただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、前項の事業実績報

告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明ら

かになった場合は、これを当該補助金から減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の交付方法） 

第７ 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。た

だし、知事は、交付対象事業の遂行上必要と認めるときは、規則第１５条ただし書の規

定により概算払により交付することができるものとし、その請求書の様式は、別記様式

第６号によるものとする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第８ 第３第２項ただし書の規定により補助金の交付申請をした事業実施主体は、第７第

１項の事業実績報告書を提出した後において、当該補助金に係る消費税及び地方消費税

仕入控除税額が確定した場合には、その金額（第３第２項の規定により減額した場合に

あっては、その金額が減じた額を上回る部分の額）を別記様式第７号により速やかに知

事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

 

（書類の提出部数及び経由） 

第９ この要綱による提出する書類は２部とし、地域を所管する地方振興事務所長又は 

地方振興事務所地域事務所長を経由するものとする。 

 

   附 則 
１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

当該補助金にも適用するものとする。 
３ 素材新流通システム構築事業補助金交付要綱（令和２年４月１日施行）は、廃止する。 
 

附 則 
１ この要綱は、令和５年４月１４日から施行し、令和５年度予算に係る補助金に適用す

る。 
２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

当該補助金にも適用するものとする。  


